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1.第2条

本会の事務所は、東京都都内に置く。

本会の事務所は、東京都、神奈川県、

東京都、神奈川県、東京都、神奈川県、

東京都、神奈川県、

埼玉県、千葉県内のいずれかに置く。

埼玉県、千葉県内のいずれかに置く。埼玉県、千葉県内のいずれかに置く。

埼玉県、千葉県内のいずれかに置く。

福重広文　　(11期)

理事会の決議は、決議について特別の利害関

係を有する理事を除く理事の過半数が出席

し、その過半数を持って行う。　　ただし、

　ただし、　ただし、

　ただし、

出席とは物理的な出席に限らず、Skype等を利

出席とは物理的な出席に限らず、Skype等を利出席とは物理的な出席に限らず、Skype等を利

出席とは物理的な出席に限らず、Skype等を利

用した電子的な参加も含むものとする。

用した電子的な参加も含むものとする。用した電子的な参加も含むものとする。

用した電子的な参加も含むものとする。

第2項はなし

理事は、会長もしくは他の理事を代理人とし

理事は、会長もしくは他の理事を代理人とし理事は、会長もしくは他の理事を代理人とし

理事は、会長もしくは他の理事を代理人とし

て議決権の行使を委任することができる。こ

て議決権の行使を委任することができる。こて議決権の行使を委任することができる。こ

て議決権の行使を委任することができる。こ

の場合においては、当該理事又は代理人は、

の場合においては、当該理事又は代理人は、の場合においては、当該理事又は代理人は、

の場合においては、当該理事又は代理人は、

代理権を証明する書面を当会に提出しなけれ

代理権を証明する書面を当会に提出しなけれ代理権を証明する書面を当会に提出しなけれ

代理権を証明する書面を当会に提出しなけれ

ばならない。または書面に代えて当該理事は

ばならない。または書面に代えて当該理事はばならない。または書面に代えて当該理事は

ばならない。または書面に代えて当該理事は

代理権に関する事項を明記の上、会長に電子

代理権に関する事項を明記の上、会長に電子代理権に関する事項を明記の上、会長に電子

代理権に関する事項を明記の上、会長に電子

メールによって通知することもできる。

メールによって通知することもできる。メールによって通知することもできる。

メールによって通知することもできる。

第29条

理事会の決議は、決議について特別の

利害関係を有する理事を除く理事の過

半数が出席し、その過半数を持って行

う。


